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《特徴》
①利用者目線に立ち、安全性と利用促進のバランスに配慮

（特にデータの入力に際して留意すべき事項を詳述）

②生成AIに詳しい弁護士法人が監修

③利用を促すため、「プロンプト※集」を作成
※生成AIに入力する指示や条件を含むテキストのこと。

《ポイント》

1 「入力不可の情報」の範囲を明示

・入力可否の基準と入力時の注意点を明確化

2 生成物は「素材」である旨を強調

・生成AIの強み・弱みを理解した上で上手に使うこと、

生成物は一つの素材として取り扱うべきことを強調

《構成》

兵庫県生成AI利用ガイドラインの策定（R5.10.19施行）

第1 本ガイドラインの目的

第2 本ガイドラインの対象

・業務委託を受ける外部の事業者にも対応を要請

第3 生成AIを利用する際の基本事項

・所属長による利用許可制とし、許可対象となるのは入力

データを学習しない設定が可能なシステムに限定

第4 データの入力に際して留意すべき事項

・情報公開条例に定める「非公開情報」と個人情報保護法に

定める「個人情報」は入力不可

第5 生成物の利用に際して留意すべき事項

・生成物の内容確認と取捨選択、修正加工を行うよう要請

第6 生成AIの効果的な使用方法

・生成物の質を左右する「プロンプト」の要点を明記

第7 その他

・ガイドラインを逐次改定する方針を明記
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３本柱で生成AI利用を推進

生成AIの行政利用に向けた勉強会の運営（R5.8に県・市町有志の勉強会発足）
県・市町共同による新たな取組の検討

1 利用環境の充実 全職員への安全な利用環境の提供（R6年度後半には全職員が利用可能に）
全職員への研修機会の提供（利用前の研修動画（基礎編）視聴を必須化）

生成AI活用コミュニティの形成と人材育成（情報共有・意見交換の場の設置）
生成AIを組み込んだシステム開発の試行（チャットボット開発等）

2 利用方法の拡大

3 市町支援の展開

プロジェクトチームの活動

定期会議は終了とし、PTはヒョウゴ生成AIラボでの活動へ移行

生成AIの業務活用にかかる意見交換や最新情報の共有等は今後Teamsで実施

ヒョウゴ生成AIラボは、PTメンバーに加え、誰でも参加可とし、今後募集予定

ヒョウゴ生成AIラボ参加者の一部を生成AI活用人材として登録

生成AI関連システムの実証に協力

Teams（ヒョウゴ生成AIラボ）での活動へ移行
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